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設

苑
州
委
任
経
瑚
に
就
い
て

第
二
十
六
魯

E 
O 

茸，

蹴

O 

委

任

経

理

就

U 、

て

(
上
)

楠

見

正

純[
語

館
一
、
受
任
稲
田
内
概
念

第
二
、
議
任
艇
聞
の
質
際

結
首

緒

τt  

日

委
任
縦
理
は
国
家
の
品
目
計
制
度
上
じ
於
け
る
特
殊
の
問
題
で
あ
り
て
、

従
来
比
の
方
面
に
就
い

τは
舵
人
の
み
ム

く
顧
み
な
い
1
.
肋
で
あ
る
が
・

委
任
経
現
の
制
度
は
我
凶
財
政
上
に
於
て
も
相
官
の
意
義
を
有
す
る
も

ω己
信
す
る

が
故
に
弦
に
私
は
助
的
問
地
を
取
扱
っ
て
見
た
い
古
川
仙
ム
。

委
任
経
理
を
論
守
る
仁
常
つ

τ先
づ
委
任
wm現
な
る
も

ωは
我
悶
合
計
制
度
上
仁
於
て
如
何
な
る
地
位
を
占
h
u

る
も
の
で
め
る
か
を
航
路
明
か
仁
し
て
詑
き
た
い
ご
忠
ふ
。

凡
そ
我
闘
の
品
目
計
制
度
仁
於

τは
品
目
計
統
一

の
原
則

を
採
用
し
、

曾
計
訟
(
大
正
十
年
四
月
訟
俳
第
四
十
二
銑
)
第
二
僚
仁
其
大
制
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
特
別
の
須

要
に
凶
り
此
の
一
般
曾
計
に
準
機
し
難
い
も

ω
が
め
る
場
合
じ
は
、

別
仁
制
別
曾
計
を
設
泣
す
る
蔀
を
許

Lτ
ゐ

る
(
命
口
計
法
第
三
十
九
依
)
。

削
も
創
刊
別
曾
計
は
歳
計
的
統
一
的
経
理
的
岡
山
則
に
劃
す
る
例
外
で
あ
っ
て
、

じ
t
t

1
f型

p
l

は
法
体
を
以
て
す
る
を
要

T
る
所
以
で
め
る

Q

此
一
般
曾
計
及
特
別
品
問
計

ω何
れ
に
せ
よ
・

図
滅
的
都
裂
含
使
用

す
る
に
賞
つ
て
は
、

憲
法
第
六
十
四
僚
の
定
む
る
泌
h
必
中
毎
年
珠
算
を
以
て
常
同
議
曾
の
協
賛
を
継
る
事
を
要

.' ... ~，...' 



す
る
か
ら
、
国
家

ω凡
て
の
歳
出
入
は
某
純
類
に
従
っ

τ、
珠
算
に
於
て
一
般
曾
計
及
三
十
二
仰
の
特
別
合
計
的

何
れ
か
に
分
一
脱
す
る
的
で
ゐ
る
。
而
し
て
凡

τの
歳
出
漁
算
は
経
常
臨
時

ω
二
郎
に
H
T
た
れ
、
夏
に
欺
項
(
立
法

科
目
)
目
節
(
行
政
科
目
)
に
匝
分
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
は
岡
知
的
事
貨
で
あ
る
。

粧
品
質

ω使
川
は
必
中
柏
崎
算

ω
目
的
に
従
っ
て
行
ム
引
を
要
し
、
歳
出

ω支
出
は
歳
出
義
務
的
履
行
で
あ
っ
.
て
、

之
が
賀
行
に
は
必
宇
歳
出
義
務

ω存
在
堂
前
提
ご
し
て
ゐ
る
。
歳
出
義
務

ω負
携
な
〈
し
て
歳
山
を
支
出
す
る
劫

は
明
か
に
港
法
で
ゐ
品
。
之
仰
九
歳
出

ω支
出
に
際
L
τ
は
先
づ
義
務
の
確
定
を
要
す
る
所
以
で
あ
る
。
歳
出
義

務
の
確
定
ご
は
債
権
者
及
伯
雄
金
制
の
確
定
並
に
枇
刑
務
附
則
の
到
来
を
意
味
す
る
の
で
ゐ
る
が
、
此
山
歳
出
義
務

の
確
定
し
た
後
に
於
て
初
め
て

B

歳
出
義
務
履
行
り
目
的
の
柏
崎
め
に
小
切
手
を
緩
行
す
る
の
で
ゐ
る
。
而
し
て
此

の
場
合
図
中
部
は
排
・
併
の
目
的
の
斜
め
に
、
正
九
百
に
排
済

ω受
領
権
限
ゐ
る
者
に
劃
し
て
の
み
仕
掛
ム
事
を
許
し
て

ゐ
る
(
曾
計
法
第
十
六
候
)
o

然
る
に
比
原
則
に
謝
し
て
は
例
外
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
曾
計
法
第
十
六
僚
但
吉
の

資
金
を
交
付
す
る
場
合
ご
は
次
り
岡
純
で
ゐ
品
。
印
ち
一
資
金
前
波
、
二
国
偵
の
元
利
抑
、
三
繰
替
使
用
に
係
ゐ

現
金
の
補
填
、
四
隔
地
者
抽
加
、
此
の
四
純
の
資
金
交
付
の
場
合
は
直
後
依
主
に
謝
し
て
小
切
手
を
振
出
し
て
支
出

す
る
の
で
は
な
〈
.
宮
市
民
又
は
日
本
銀
行
を
受
取
人
ご
し
て
支
出
す
る
的
で
あ
る
か
ら
、
明
か
に
ふ
ゐ

ω
旅
則
に
恥
到

す
る
例
外
で
あ
る
。
以
上

ω外
に
夏
に
此
原
則
に
劃
す
る
例
外
が
存
在
し
て
ゐ
る
。
郎
も
特
別

ω法
律
規
定
に
依

る
委
任
経
理
の
震
に
す
る
支
出
が
之
で
ゐ
る
。
委
任
経
理
の
潟
め
仁
す
る
歳
出
的
支
出
は
正
賞
似
主
に
掛
す
る
支

出
で
は
な
〈
、
叉
前
縄
問
秘
の
資
金
交
付
の
潟
仁
す
る
支
出
ご
も
同
じ
か
ら
3
る
も
山
り
が
ゐ
h
.
之
が
幼
に
特
じ

法
律
の
規
定
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

蹴

苑

第
二
十
六
巷

第

量虎

五
O 

委
任
組
理
に
就
い
て

11: 
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詑

宛

香
佳
組
理
に
就
い
で

第
二
十
六
巻

五
O
四

第
=
一
捜

一一一

突
に
委
任
経
理
は
如
何
な
る
経
費
に
於
て
行
は
れ
て
ゐ
る
か
に
就
い
て
考
察
し
て
見
る
ご
、
一
般
曾
計
に
も
叉

特
別
曾
計
の
内
に
も
之
を
見
出
す
事
が
出
来
る
の
で
ゐ
る
。
先
づ
一
般
曾
計
の
内
に
於
て
は
陸
白
血
省
所
管
に
属
す

る
軍
隊
に
関
す
る
委
任
経
理
に
指
を
屈
す
る
事
が
出
来
る
。
却
も
陵
軍
省
所
管
経
常
部
歳
出
の
第
二
歎
軍
事
費
の

衣
糧
叫
賞
、
兵
務
及
馬
匹
品
質
等
に
於

τ是
を
見
る
の
で
あ
る
。
真
に
又
文
部
省
所
管
に
於
て
は
、
帝
閥
凪
干
士
院
皐
術

研
先
挑
刷
金
委
任
経
理
主
帝
剛
美
術
院
美
術
研
究
脱
出
則
金
受
任
経
理
ご
の
こ
つ
が
ゐ
る
。
之
等

ω
純
費
は
経
常
都

歳
出
の
第
一
歎
文
部
本
省
第
三
項
拳
誌
研
究
及
奨
励
費

ω内
に
於
て
美
術
奨
励
費
及
皐
郵
研
究
奨
附
喪
支
出
金
ご

い
ふ
目
に
於
て
計
上
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
右
の
内
後
者
は
昭
和
二
年
度
の
珠
算
に
於
て
は
四
高
五
千
五
百
闘
で
ゐ
り

て
、
業
の
内
四
高
二
千
五
百
困
は
帝
国
皐
士
院
事
術
研
究
奨
刷
費
支
出
金
で
あ
b
、
時
盟
、
り
の
三
千
困
は
美
術
研
究

奨
附
費
に
充
嘗
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

突
に
特
別
曾
計
の
中
に
於
て
は
、
大
皐
特
別
曾
計
法
第
十
僚
に
依
り
各
骨
聞
大
事
及
各
官
立
大
卒
に
於
り
る
援

事
を
目
的
ご
す
る
寄
附
金
の
委
任
経
理
が
存
在
し
、
真
に
叉
皐
校
及
聞
書
館
特
別
曾
計
法
第
十
一
僚
の
規
定
に
依

り
、
文
部
省
直
轄
諸
事
校
仁
於
け
る
皿
洗
接
寄
附
金
の
委
任
経
理
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
之
等
の
経
費
は
各
特
別
曾
討

臨
時
部
の
用
途
指
定
寄
附
金
ご
各
特
別
曾
計
資
金
部
の
特
別
資
金
中
に
奨
事
資
金
寄
附
金

ttτ
現
は
れ
て
ゐ
る

ω
で
ゐ
る
。

炉停

第

委
任
経
理
の
概
念

一
、
委
任
経
理
の
意
義
及
稲
類

'吟

一.
4 ・..，......，-



委
任
経
理
ご
は
歳
出
金
の
一
定
の
額
を
支
出
し
て
、
業
定
額
を
部
局
長
に
交
付
L
・
営
該
部
局
長
を
し
て
之
が

経
理
に
任
性
し
む
る
方
法
で
あ
る
。
凡
そ
同
家
的
経
費
己
い
ふ
も
の
は
各
所
管
大
臣
が
其
の
支
出
の
責
に
任
じ
、

毎
年
度
に
於
け
る
寅
際
の
必
要
に
臆
じ
て
之
を
支
出
し
、
虚
接
経
理
に
賞
る
の
を
本
則
ご
し
て
ゐ
る
。
故
に
、
定

額
を
部
局
長
に
愛
付
し
て
其
経
理
を
委
任
し
其
の
経
理
の
責
に
任
命
し
む
る
委
任
経
理
の
如
き
は
明
か
に
国
家
一

般
の
原
則
に
資
す
る
例
外
で
あ
る
。

現
A
T
花
岡
聞
に
存
在
す
る
委
任
経
理
の
制
度
は
大
要
二
種
に
品
川
つ
事
が
山
来
る
。
即
ち
一
は
経
提
節
約
の
趣
旨
を

以
て
一
定
の
金
額
を
交
付
し
・
主
(
の
範
囲
内
に
於
て
経
理
を
質
施
せ
し
む
る
も
の
で
あ
っ
て
.
陪
軍
の
給
奥
に
闘

す
る
委
任
経
理
は
之
に
腐
し
て
ゐ
る
o

尤
も
軍
隊
に
於
て
委
任
経
理
の
行
は
れ
る
の
は
平
時
の
み
で
あ
っ
て
、
一

朝
他
国
Z
千
え
を
交
ゆ
る
の
際
に
は
卒
時
経
理
を
閉
塞
し
て
庇
ち
に
戟
時
経
理
に
移
る
の
で
ゐ
る
。
戦
時
経
理
に

於
て
は
凡
て
貸
費
経
理

ee旨
芭
し
現
物
給
奥
を
本
旨
ご
す
る
の
で
あ
る
。
他
の
一
は
特
殊
の
目
的
に
供
す
る
資
金

を
特
別
に
経
理
す
る
に
際
し
て
各
省
大
臣
が
直
接
に
経
理
す
る
よ
b
も
、
之
を
他
に
委
任
し
て
経
理
せ
し
む
る
方

が
、
共
事
務
を
敏
惑
に
鼠
理
し
且
機
宜
に
過
し
柁
措
置
を
取
り
得
る
ご
い
ふ
賞
盆
を
認
め

τ設
置
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
帝
国
大
事
官
立
大
事
及
直
轄
諸
事
校
の
奨
曲
学
寄
附
金
の
委
任
経
理
並
に
帝
国
間
中
士
院
率
術
研
究
奨
励
金
委

任
経
理
及
帝
国
美
術
院
美
術
研
究
奨
励
金
委
任
経
理
の
如
き
は
之
に
局
し
て
ゐ
る
。
併
し
乍
ら
委
任
経
理
の
本
来

の
形
は
第
一
積
の
経
費
節
約
を
目
的
言
す
る
軍
隊
に
お
り
る
委
任
経
理
で
ゐ
っ
て
、
第
二
柿
に
属
す
る
委
任
経
理

は
特
殊
の
経
理
を
行
ふ
に
常
h
・
便
宜
上
偶
々
従
来
存
し

τゐ
る
陸
軍
に
於
け
る
委
任
経
理
の
方
法
を
利
用
し
た

に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
其
の
目
的
は
経
費
節
減
ご
は
何
等

ω聞
係
を
も
有
し
て
ゐ
な

ν
も
の
で
ゐ
る
。
放
に
次
仁

1九九グ

第

揖

説

苑

第
二
十
穴
巷

委
任
組
理
に
就
い
て

五
O
五

一
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第
二
十
六
番

五
O
六

事
三
披

日目

設

苑

委
任
組
理
に
就
い
て

崎
地
べ
ん
ご
す
る
委
任
経
理

ω特
質
に
就
い
γ

て
も
之
を
一
様
に
論
中
る
を
困
難
ご
守
る
場
合
が
少
な
〈
な
ハ
ー
が
、
私

は
此
の
場
合
仁
は
主
正

L
t
第
一
極
の
委
任
経
理
に
闘
し
て
述
べ
た
い
ご
思
ふ
。

二
、
委
任
経
理
の
特
質

委
任
経
理
は
一
定
額
を
国
庫
よ
h
受
付
之
を
以
て
尖
の
経
理
を
行
ふ
湖
立
の
経
済
で
ゐ
る
か
ら
・
質
質
上
よ
hJ

見
れ
ば
一
円

J

の
特
別
曾
計
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
一
般
の
特
別
曾
計
言
は
異
ち
芙
の
経
理
を
寅
施
す
る
に
就
い
て
は

別
に
法
律
を
以

τ之
を
定
む
る
事
な
〈
、
経
迎
賓
施
の
責
任
者
た
る
部
局
長
に
一
任
す
る
の
で
、
部
局
長
は
某
の

範
圏
内
で
自
由
に
経
理
を
質
施
す
る
事
を
得
る
の
で
ゐ
る
。
が
然
L
所
管
大
臣
は
行
政
長
官
芭
し
て
之
が
監
督
に

任
宇
る
の
は
勿
輸
で
あ
る
。
か
〈
め
如
〈
委
任
純
理
は
特
別
の
経
理
法
で
あ
る
か
ら
法
律
及
勅
令
を
以
て
定
む
る

も
の
に
限
b
之
を
許
す
の
で
あ
る
。

以
上
越
べ
た
様
に
委
任
経
理
は
賞
質
上
特
別
曾
計
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
之
を
詳
言
す
れ
ば
陸
軍

に
関
す
る
委
任
耐
料
理
の
如
き
一
般
曾
計
に
属
す
る
委
任
経
理
は
恰
も
一
般
曾
計
に
劃
す
る
特
別
曾
計
の
如
き
地
位

に
立
ち
、
叉
柴
島
寄
附
金
の
委
任
経
理
の
如
き
特
別
曾
計
に
嵐
す
る
委
任
経
理
は
恰
も
特
別
品
開
計
に
謝
し
て
叉
更

に
特
別
曾
計
を
設
け
た
様
な
閥
係
仁
立
つ
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
委
任
経
理
に
閥
L
て
特
別
に
法
規
の
設
け
ら
れ
た

も
の
は
之
に
従
ひ
、
然
ら
F
る
も
の
に
於
て
は
一
般
曾
計
又
は
特
別
曾
計
の
決
規
ヤ
通
用
し
之
に
依
っ
て
伴
せ
ら

る
べ
き
も
の
で
あ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
。

司
、
委
任
経
理
金
閤
家
が
歳
計
統
一
の
原
則
を
採
用
し
て
ゐ
る
事
か
ら
見
れ
ば
・
各
官
感
に
於
て
は
闘
家
の

歳
計
外
に
立
つ
所
の
特
別
の
資
金
を
所
有
す
る
事
を
得
な
V
の
は
飯
仁
自
明

ω理
で
あ
る
υ

そ
し

τ品
川
今
曾
計
法

問問元民者、曾計制度硬論(大If.15年 4月)S. 232 
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第
四
僚
に
於
て
特
別
の
賞
金
所
有
の
禁
止
を
明
示
し
た
事
は
金
〈
注
意
的
の
規
定
に
過
ぎ
な
い
が
・
従
来
其
の
弊

害
が
蓄
し
か
っ
た
に
困
る
の
で
あ
る
。
か
〈
特
別
の
資
金
所
有
を
重
大
視
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
誌
に
遮
べ
ん

ご
す
る
委
任
経
理
は
第
一
積
第
二
関
共
に
総
珠
算
の
歳
入
歳
出
以
外
に
立
つ
所
の
特
別
の
資
金
を
保
有
す
る
も
の

で
あ
っ
て
.
其
の
利
殖
を
計
り
時
間
旭
硝
之
が
費
途
に
充
つ
る
講
を
得
る
の
で
ゐ
る
。
郎
も
陸
軍
に
闘
す
る
委
住
経
理

に
於
け
る
委
任
経
理
積
立
金
及
第
二
稀
の
委
任
経
理
に
於
内
る
奨
胤
金
寄
附
金
等
の
所
調
委
任
経
理
金
な
る
も
の

は
、
明
か
に
特
別
の
資
金
で
ゐ
つ

τ議
第
統
一
主
義
に
謝
す
る
例
外
で
あ
る
。
委
任
経
理
は
炉
〈
の
如
き
例
外
に

風
す
る
特
別
の
資
金
を
有
す
る
ご
い
ふ
宮
、
従
つ

τ又
法
律
及
勅
ム
ザ
を
以
て
す
る
に
非
グ
れ
ば
詐
さ
れ
得
な
い
ご

云
ふ
事
は
正
に
其
の
特
質
の
一
で
あ
る
。

委
任
経
理
金
は
以
上
過
叫
に
様
に
特
別
の
資
金
で
ゐ
る
が
・
特
に
陸
軍
に
閲
す
る
委
任
経
理
積
立
金
は
閉
館
員

共
同

ω翁
に
保
有
積
立
て
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
一
日
公
共
的
性
質
を
有
L
て
ゐ
る
。
放
に
般
A
T
之
を
普
通
の
歳
出

金
ご
匝
別

L
て
特
別
の
取
扱
を

L
て
も
猶
一
一
艇
の
官
金
た
る
一
唱
を
夫
は
な
い
で
あ
ら
う
。
又
第
二
離
の
委
任
経
理

金
に
就
い
て
も
同
様
に
、
大
蹴
平
直
持
率
校
事
士
院
及
美
術
院
等
の
国
家
の
鋳
造
物
が
曲
学
基
奨
糊
の
矯
め
に
保
有
す

る
資
金
で
ゐ
っ
て
、
一
一
械
の
官
金
た
る
事
は
疑
の
な
い
所
で
ゐ
る
Q

斯
様
に
委
任
経
理
金
は
一
一
斑
の
官
金
で
あ
る

が
、
其
の
取
扱
は
普
通
の
歳
出
金
ご
同
様
に
す
る
一
帯
を
得
な
い
Y

の
は
勿
論
で
あ
っ
て
‘
之
ご
嵐
別
し
て
歳
入
歳
出

外
現
金
ご

L
τ
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
u

通
常
歳
入
歳
出
外
現
金
ご
は
政
府
に
於
て
保
管

ω義
務
ゐ
る
公
判
品
有
金
例
へ

ば
政
府
保
管
金
、
供
託
金
、
保
詑
金
、
郵
似
貯
金
、
等
を
謂
ふ
の
で
ゐ
る
が
、
底
義
に
於

τは
一
般
会
金
吉
雄
も

岡
家
の
歳
計
外
に
立
っ
て
出
納
す
る
一
切
の
現
金
を
包
合
す
る

ωで
ゐ
る
。
委
任
経
理
金
の
如
き
も
亦
之
仁
屈
す

設

苑

委
任
純
現
に
就
い
て

第
二
十
六
書

五

O
七

第

腕

宝ま

「十

40挽帝闘美術院美術研究奨附金番任組理品闘スル件
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話

宛

，-， 

県
背
任
紐
現
に
就
い
て

る
所
以
で
あ
る
。

口
、
渡
切
経
費
ご
の
相
奥
前
週
L
た
様
に
委
任
経
理
は
一
定
の
額
を
部
局
長
に
交
付
し
其
経
理
を
委
任
し

τ

遁
宣
之
を
寅
施
せ
し
む
る
も
り
で
あ
っ
て
、
委
任
経
理
髄
は
其
の
委
任

ω範
囲
内
に
於
て
自
由
に
仲
紛
の
品
開
地
を

有
し
て
ゐ
る
。
此

ω駄
に
於

τ恰
も
波
切
経
費
に
頻
似
し
、
従
来
委
任
経
理
は
波
初
経
品
質
ご
混
同
せ
ら
れ
た
様
で

あ
る
o

一
冗
来
波
切
経
貨
は
一
定
の
費
額
を
見
積
り
之
を
営
該
宮
東
に
交
付
し
て
其
公
務
上
の
必
要
な
る
経
費
を
支

耕
せ
し
め
、
不
足
す
る
色
追
給
せ
守
過
剰
ゐ
る

b
返
戻
せ
し
な
る
事
な
〈
品
川
め
か
ら
過
不
足
の
な
い
も
の

Z
L
τ

第
二
十
式
佐

E
O
A
 

第

凱

一，、

同比

従
来
渡
初
経
費
に
は
根
本
の
法
規
な
〈
只
賞
際

ω必
要
正
使
宣
言
に
迫
ら
れ

τ、
或
は
勅
A
T
を
以
て
或
は
輩
に

訓
A
T
に
依
b
て
之
を
賀
行
し
て
ゐ
た
の
で
め
る
が
、
果
し
て
適
法
な
b
や
否
や
の
疑
な
き
を
得
な
か
っ
た
か
ら
、

曾
計
訟
は
新
に
第
十
二
僚
に
規
定
を
設
け
て
、
特
殊
の
経
理
を
必
要
芭
す
る
場
合
に
限

h
勅
令
を
以

τ波
初
経
費

を
許
す
事
ご
し
、
夏
に
曾
計
規
則
第
六
十
一
僚
に
其
の
官
鹿
を
列
奉
的
に
掲
げ
て
制
限
を
加
へ
て
ゐ
る
。
之
亦
議

算
定
額
使
用
上
の
一
麗
則
で
ゐ
っ
て
、
法
規
に
依
っ
て
制
限
を
受
〈
る
事
は
術
委
任
経
理
に
於
り
る
さ
同
一
で
ゐ

る
o

向
其
の
目
的
に
於
て
も
経
費
節
約
の
趣
旨
に
ゐ
る
事
は
軍
隊
に
於
り
乙
委
任
艦
理
吉
某
の
精
紳
を
一
に
す
る

渡
切
仁
支
出
す
る
経
費
を
い
ふ
の
で
あ
る
(
位
一
)
G

監

例
へ
悶
在
外
指
躍
週
信
山
H
耐
崎
容
。
叡
究
に
就
い
て
曜
紙
鑑
文
月
九
費
消
耗
品
費
等
の
恒
倒
に
属
す
る
地
較
的
宇
慣
の
支
抑

J

て
H
屡
々
支
出
の

品
盛
あ
る
も
白
に
封
し
て
、
嬬
轄
な
る
骨
計
法
上
。
手
摘
に
依
っ
て
一
々
之
を
精
算
睡
眠
明
す
る
事
白
岡
韓
面
倒
な
る
場
合
、

X
は
地
棋
の
小
な
る

官
暑
に
於
て
題
提
節
約
由
臼
的
に
従
ひ
一
定
。
金
舶
を
以
て
其
山
事
務
費
を
打
ち
切
り
文
帥
す
る
を
宜
価
と
認
む
る
場
合
侍
に
賞
施
せ
ら
る
る
白

で
あ
る
。

武躍;)A泊郎氏帯、昭和改版官計訟現泊諭 5.756 前掲書、 S.605・4) 
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所
で
あ
る
。

此
の
如
く
委
任
経
理
は
波
切
経
費
£
相
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
取
扱
に
於
て
両
者
の
異
る
も
の
が
存
在
L

て
ゐ
る
。
即
ち
渡
初
経
費
は
某
の
経
費
使
間
後
全
然
賞
品
耳
精
算
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
委
任
経
理
に
於
て
は

消
耗
品
陣
管
具
製
蹄
刻
毛
料
等
は
精
算
仙
別
で
あ
る
が
、
精
米
精
婆
馬
糧
賄
料
に
於
て
は
概
算
梯
に
依
っ
て
定
額
金

の
交
付
を
受
げ
縁
日
之
が
精
算
を
行
ふ
も
川
り
で
あ
る
。
此
の
貼
に
於

τ雨
者
の
異
る
所
が
ゐ
る
。
叉
波
切
経
費
に

於
て
は
主
正
し
て
其
の
局
に
嘗
る
倒
人
の
車
獅

ω経
済
的
注
意
心
に
竣
つ
を
以
て
足
る
に
反
L
て
、
委
任
腕
理
に

在
・
り
て
は
多
数
制
館
員
の
共
同
的
利
害
御
念
の
喚
起
を
必
要
ご
し
、
共
の
資
金
も
亦
岡
館
員
り
共
同
利
盆
的
震
に

保
管
す
γ
る
は
蛍
然
の
事
で
ゐ
品
。
か
〈
の
如
〈
委
任
経
理
は
波
切
経
費
己
相
似
て
而
も
非
な
る
も
の
さ
云
ふ
事
が

出
来
る
必

=
で
委
任
経
理
E
委
託
検
査
委
任
経
理
は
其
の
経
理
を
委
任
し
て
自
由
に
経
理
を
行
は
し
な
る
も
の
で
あ
る

が
其
の
使
用
す
る
経
費
が
荷
も
国
家
の
歳
出
で
あ
ち
叉
官
金
の
一
一
柿
で
あ
る
以
上
は
、
官
然
共
の
経
費
使
用
の
結

果
及
保
管
出
納
の
紋
況
を
明
か
に
す
る
必
要
が
あ

h
・
従
っ
て
委
任
経
理
に
就
い
て
も
亦
検
査
捻
督
の
必
要
あ
る

事
は
勿
論
で
あ
る
。

委
任
経
理
に
闘
す
る
検
査
は
通
常
委
託
検
査
の
方
法
に
依
h
・
曾
計
検
査
院
は
斑
接
検
査
を
行
は
中
J

し
て
之
を

其
の
所
管
大
出
に
委
託
し
て
捻
査
を
行
は
し
め
共

ω報
告
を
徴
す
る
の
で
ゐ
る
。
然
し
必
要
に
際
け
し
て
は
書
而
検

査
の
方
法
に
依
b
直
接
検
査
を
行
ふ
の
で
ゐ
っ
て
費
地
検
査
は
行
は
な
い
の
を
遇
例
Z
し
て
ゐ
る
。
一
冗
来
委
託
検

査
は
共
の
委
託
の
範
園
が
主
ご
し

τ出
納
監
督
に
限
ら
る
〉
伊
』
常
ご
し
、
行
政
監
替
上
の
事
項
に
H
A
h
A

は
稀
Z
す

lF"1 

五

O
丸

詑

第
二
十
古
血
世

傍

観

七

苑

昏
任
経
理
に
就
い
て
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苑

る
所
で
ゐ
る
町
圭
し
委
託
検
査
の
趣
旨
は
伶
ち
重
大
な
ら
ざ
る
高
川
に
就
い
て
手
数
煩
雑
を
避
げ
ん
が
錦
に
便
官

上
委
託
す
る
に
池
宮
必
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
委
任
経
理
に
於
け
る
会
託
検
査
は
活
情
行
は
れ
る
委
託
検
査
ご
梢

I
其
趣
を
異
に
す
る
所
が
ゐ
る
。
卸
も
通
常
の
委
託
検
査
に
於
い

τは
主

t
し
て
現
金
、
物
品

ω山
納
に
欄
す
る

事
項
を
委
託
し
て
検
査
せ
し
む
る
に
止
る
が
、
委
任
経
理
の
委
託
倫
査
に
於
て
は
其

ω経
瑚
欣
抽
出
そ
の
も
の
、
検

査
を
も
組
招

Lτ
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
仁
前
者
仁
比
し
て
共
の
委
託
の
純
闘
が
削
る
成
汎
で
ゐ
り
、
前
者

の
委
託
が
主
己
し

τ出
納
監
督
に
止
る
に
反
し
て
、
委
任
経
理
の
場
合
に
於
て
は
出
納
肱
督
に
粂
ね
る
に
行
政
監

替
を
も
併
せ
て
委
託
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
委
任
経
理
に
於
て
は
委
託
検
査
の
範
囲
が
一
府
大
な
り
ご
云
ふ
事
叩
仲
町

が
出
来
る
o
然
し
委
任
霊
主
も
学
し
も
委
託
検
査
芭
な
さ

5
2得
ぬ
ご
い
ふ
の
で
は
な
い
。
憲
法
第
七
山
め
は

十
二
僚
に
依
り
曾
計
検
査
院
に
附
奥
せ
ら
れ
た
本
来
の
機
能
正
曾
計
検
査
院
法
第
十
六
候
己
の
関
係
よ
り
見
て
ん
小
川
七
聞

も
、
曾
計
検
査
を
誼
接
に
す
る
芭
委
託
す
る
ご
は
み

7
合
計
検
査
院
の
械
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
o

従
来
曾
計
が
日
醐
批

検
査
院
も
委
任
経
理
の
委
託
仁
就
い
1

て
も
普
通

ω場
合
t
同
機
ト
ヘ
一
々
組
合
議
に
於
て
議
決
を
経
た
後
に
文
書
…
時
間

『

ι計
画

を
以

τ特
に
之
を
委
託
す
る
の
手
続
を
採
っ

τ
ぬ

る

様

で

あ

る

。

…

相

時

四

町
、
委
任
経
理
合
損
失
補
填

ω問
題
以
上
属
、
通
べ
た
様
に
委
任
経
理
は
一
定

ω金
額
ゆ
交
付
を
受
け
業
の
一
州
…
山
田
一

範
囲
内
で
経
理
を
委
任
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
れ
ば
、
表
L
委
任
経
理
金
に
損
失
を
生
じ
て
翁
め
に
委
任
経
理
健
が
部
川
郡

自
修
す
る
を
得
な
い
様
に
な
っ
た
場
合
じ
は
岡
庫
は
之
を
補
充

L
得
る
や
否
や
の
澗
題
が
超
b
得
る
。
之
に
就

ν

河
恥
円
献

τは
従
来
積
極
消
極
の
岡
設
が
存
在

ι曾
計
検
査
院
は
積
械
設
を
採
用
し
て
ゐ
る
。

惟
ふ
に
、
委
任
経
理
の
矯
め
に
す
る
歳
出
の
支
出
は
直
接
偵
主
に
針
す
る
仕
掛
又
は
資
金
交
付

ω矯
め
に
す
る

第
4

一
十
内
容

五

O 

第
三
一
瞬

λ 

詑

委
任
組
理
に
就
い
て

一一一

A
W
 

N
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4‘ 
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支
出
ぜ
異
h
、
共
の
本
来
の
目
的
が
濁
立
の
計
算
に
於
て
特
別
の
経
理
を
行
ふ
に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
般
A

ザ
寅

際
に
過
不
足
を
生
宇
る
事
が
め
っ
た
に
せ
よ
、
直
も
に
其
致
呆
を
岡
崎
庫
に
及
ぼ
さ
な
い
事
を
操
期
し
て
ゐ
る
。
卸

も
軍
隊
の
委
任
経
理
に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
定
額
金
に
剃
伶
を
生
じ
た
時
に
は
之
を
積
立
金
に
燥
入
れ
、
叉
誠
一

不
足
を
生

ιた
場
合
に
は
委
任
経
理
櫨
の
損
失
正
し
て
積
立
金
よ
り
之
を
補
充
す
る
の
を
常
ご
し
て
ゐ
る
仏
併
し

乍
ら
不
可
抗
力
的
な
事
縫
其
の
他
の
原
因
の
錫
め
に
委
任
綴
理
世
に
損
失
を
生
じ
、
積
立
金
を
以
℃
し
て
も
街
並
(

の
嵐
央
を
補
填
し
得
な
い
時
に
は
右
古
臭
る
収
慌
が
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
元
来
委
任
経
理
は
定
繍
金
の
交
什
を

以

τ支
出
ご
し
議
集
り
使
用
絡
了
を
見
る
を
正
常
吉
す
ぺ
〈
、
従
っ
て
此
の
場
合
に
常
初
之
を
支
出
し
た
珠
算
を

以
て
補
充
す
る
事
を
得
な
い

ωは
常
然
で
ゐ
つ

τ、
炉
、
る
委
任
経
理
金

ω損
失
に
就
い
て
は
特
に
詮
議
せ
ら

れ
、
所
管
大
臣
に
上
申
し
議
曾
の
協
賛
を
経
て
新
な
る
珠
算
を
編
成
し
以
て
委
任
経
理
金
の
損
失
を
補
填
す
ぺ
き

で
あ
ら
う
ご
思
ふ
。
此
の
閲
係
は
第
三
稀
の
委
任
経
理
に
於
て
は
一
層
明
か
で
ゐ
る
o

卸
ち
之
等
の
委
任
経
理
に

於

τは
初
め
か
ら
委
任
せ
ら
れ
た
資
金
の
範
囲
内
に
於
て
支
出
す
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
之
に
胸
し
て
何
等
渇
不
足

の
問
題
を
生

ι得
な
い
。
否
支
出
額
は
経
理
を
委
涯
せ
ら
れ
た
資
金
額
に
依
ワ
て
制
限
を
受
け
、
其
の
資
金
以
上

に
支
出
す
る
事
は
考
へ
得
ら
れ
な
い
炉
ら
で
あ
る
。

三
、
委
任
経
理
の
沿
革

h
、
濁
趨
に
於
け
る
事
情
委
任
経
理
は
も
ご
濁
地
に
於
て
肱
宮
崎
し
た
制
度
で
あ
る
o

濁
泡
に
於
パ
は
之
を

凶
作
-
『
品
丘
町

gnr色
沼
間
或
は
ま
た

mo一『且『
m
d
丘町

g
n
r
k
E口
問
(
自
己
経
理
、
自
治
曾
計
、
又
は
自
雌
官
経
砥
)
正
綿
し

て
ゐ
る

o
同
令
官
は
此

ωωogmH宮
え

E
o
z
pロ
問
古
云
ム
言
葉
を
獅
逃
が
未
に
自
然
経
済
の
蚊
態
に
ゐ
っ
た
常

設

苑

香
住
紐
現
に
就
い
て

第
-
一
十
方
巷

五

部
一
一
一
雄

丸

法規羽市 5・ 9~8.
間出j元民者、骨計制度世論 s.>36 
大波古惨事官税俄京郎氏制官、制迎帝凹A背骨問主圃 J 刑政よ事 s.54・描
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施

香
任
祖
国
に
就
い
て

誕

五

部
二
十
六
巻

第

観

O 

時
の
図
有
地
(
U
O
B
r
g
)
及
凶
有
森
林
(
印

EωZPES)ω
経
理
法

ω
一
稽
古
し
て
血
中
げ
て
ゐ
る
が
、
叶
》
晶
N
r
h
は

此

ω場
合
に

mm口出言。

ztzp問
な
る
言
葉
を
用
ひ

τゐ
る
o

之
に
依
っ
て
見
れ
ば
、
的
。
F
a
u目
当
日
号

n
E沖
E
婦
は

固
有
地
図
有
林
の
自
己
管
理
的
意
味
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
猫
泡
に
於
け
る
委
任
経
理

ω制
度
が
何
時
頃
か
ら

始
っ
た
か
は
A
T
之
を
明
か
に
す
る
事
を
得
な
い
が
、
私
り
獅
断
で
は
此
の
固
有
地
図
布
林

ω自
己
管
理
の
制
度
に

何
等
か
の
閥
係
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ご
思
は
れ
る
。

ポl

抑
#
猫
逸
に
於
て
は
陸
軍
の
統
率
椛
は
皇
帝
の
統
よ
る
所
で
あ
る
仁
拘
ら
守
陣
軍
行
政
は
各
聯
邦
君
主
の
行
ふ

所
E
な
っ
て
ゐ
た
。
従
っ
て
猫
逸
品
市
岡
藤
算
に
は
陸
軍
費
を
計
上

Lτ
軍
事
費
を
負
指
す
る
も
陸
軍
省
な
(
.
各

聯
邦
強
算
に
は
軍
事
費
な
(
し
て
却
っ
て
陸
軍
省
を
有
す
る
の
奇
蹴
を
呈
し
て
ゐ
た
。
号
し
て
濁
逸
帝
闘
に
於

τ

陸
軍
品
質
計
上
の
方
法
は
甚
だ
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ
っ

τ、
一
人
七
四
年
以
来
濁
逸
共
和
閥
憲
法
以
前
に
は
七
グ

年
に
一
旦
る
特
別
氷
久
経
裂
を
計
上
し
て
之
を
議
曾
の
毎
年
議
決
事
.
取
以
外
に
置
き
、
各
軍
隊
を
し
て
特
別
の
経
理

を
替
ま
し
め
特
別
の
資
金
を
所
有
す
る
事
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
其

ω方
法
は
我
凶
現
今
の
委
任
経
理
正
大
差
な

い
様
で
ゐ
る
。
只
我
岡
正
異
る
の
は
濁
逸
に
於
て
は
委
任
経
理

ω行
は
れ
る
の
は
陸
軍
の
み
に
限
ら
宇
海
軍
に
闘

す
る
経
費
に
も
亦
此
の
方
法
を
行
ム
事
を
許
し
た
事
で
あ
る
。
究
に
叉
異
色
ご
す
る
に
足
る
所
は
獅
逸
帝
闘
に
於

て
は
糧
称
費
等

ω委
任
経
理
に
闘
す
る
経
費
に
就
い
て
は
、
例
外
的
仁
年
度
開
始
前
支
出
を
許
す
事
之
で
あ
る
の

我
が
固
に
於
て
も
年
度
開
始
前
支
出
は
必
要
止
り
を
得
な
い
場
合
に
於
て
の
み
之
を
許
し
て
ゐ
る
が
其
経
費
は
資

金
前
渡
を
許
す
経
袋
に
限
ら
れ

τゐ
る
有
慌
で
ゐ
る
山
第
三
に
は
澗
遁
に
於
て
は
兵
制
即
も
軍
隊
及
軍
艦
等
に
係

る
経
費
は
法
律
上
目
的
の
直
接
質
施
に
係
る
支
出
ご
せ
ら
れ
、
叉
再
蹄
歳
入
(
岡
田
の
r
m
r
E各
自

2
)
を
な
し
得
る
経

脅計検査院樹、欧陣諸邦骨計崎菅院事務取扱調書(明治 24年 3Jl】 S.26..大
蔵省仰庇局、欧来財政髄前統計弾斑 3.l自主主(昭和 2年 10月J掛逸品手"阻合計・
法援事
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晶
耳
己
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
郎
ち
或
費
目
の
支
出
に
依
り
購
入
し
た
物
日
間
其
他
を
責
却
し
て
得
た
枚
入
は
、
議
集
に
特

に
明
許
し
た
場
合
に
限
っ
て
其
費
目
に
充
常
す
る
事
を
許
す
の
で
あ
っ
て
、
此

ω再
蹄
歳
入
に
依
っ
て
支
出
し
た

η
 

歳
出
の
増
加
は
磯
算
超
過

ω問
題
を
生
仁
得
な
い
は
勿
論
で
ゐ
る
ω

向
叉
濁
逸
に
於
て
も
年
度
終
了
後
の
暗
闇
算
監
管
は
財
務
機
関
の
提
出
し
た
決
定
書
に
就
い
て
曾
計
検
査
院
が
之

密
行
ム
の
を
本
別
言
し
て
ゐ
る
。
然
し
帝
閥
陸
海
軍
の
自
己
経
理
に
係
る
資
金
の
決
算
書
及
軍
隊
の
糧
食
馬
匹
飼

料
決
算
書
に
就
い
て
は
古
来
の
慣
脅
上
曾
計
機
宜
院
の
常
時
機
資
を
省
い
た
の
で
ゐ
品
。
印
ち
自
己
経
理
に
係
る

資
金
吉
は
我
軍
隊
の
委
任
経
理
積
立
金
に
相
賞
す
る
も
の
で
め
っ
て
、
之
が
検
査
は
共
の
股
支
の
総
額
の
み
を
検

査
し
て
其
の
詳
細
に
は
及
ば
な
い
の
を
幣
正
し
た
。
叉
自
己
経
理
に
属
す
る
糧
旅
等
の
決
算
に
於
て
は
別
に
陸
軍

監
督
官
を
設
け
て
之
に
共
の
検
査
を
委
ね
た
の
で
あ
る
川

一
九
二
二
年
十
二
月
の
現
行
湖
沼
共
和
閥
曾
計
挟
に
於
て
も
備
委
任
経
理
の
制
度
を
認
め
、
自
己
純
理
に
係
る

経
費
は
官
廃
に
委
任
す
る
事
を
規
定
し
其
一
決
算
詮
明
は
賞
該
官
牒
へ
の
支
出
の
み
を
検
査
す
る
に
止
む
る
事
を
定

め
て
ゐ
る
。
術
又
牧
入
又
は
支
出
を
謀
れ
る
項
に
算
入
し
た
場
合
に
於
て
、
自
己
経
理
に
係
る
経
費
に
就
い
て
は

例
外

Z
L
て
嘗
該
年
度
の
帳
簿
締
捌
後
に
於
て
も
、
締
切
翠
真
に
重
大
な
る
影
響
を
奥
へ
な
い
場
合
に
限
っ
て
、

記
帳
を
訂
正
し
差
引
計
算
す
る
事
を
許
し
て
ゐ
る
。
か
〈
の
如
〈
委
任
経
理
は
獅
逸
に
其
端
を
後
し
今
宵
獅
逸
共

和
国
川
於
て
行
は
れ
て
ゐ
る
制
度
で
あ
っ
て
、
其
の
質
施
の
方
法
に
於
て
も
我
闘
に
於
け
る
正
大
差
な
き
有
様
で

ホ山す
Q

。
に
、
我
が
困
じ
於
り
る
沿
革

番
任
組
理
に
就
い
て

前
週
・
ν
た
嫌
に
委
任
経
理
の
制
度
は
猫
逸
に
於
て
後
遺
し
た
も

ωで
あ
る
が
、

第
二
十
六
血
管

ー

ー

詑

苑

「、叫

五一=一

第

披

Car1 von Tyszka. Grundzuge 
1923 S. 314 
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亙

四

第
二
L
a
大
場

設

鎮
三
錦

ヨ

苑

蚕
任
組
理

κ就
い
て

我
固
に
於
て
も
品
仰
の
制
度
に
倣
っ
て
明
治
人
年
始
め
て
陸
軍
に
委
任
経
理
の
制
度
を
採
用
し
、
軍
隊
の
糧
食
、
被

服
、
消
耗
品
陣
傍
具
に
係
る
給
奥
は
定
額
を
交
付
し
其
の
漉
金
を
積
立
て
、
定
額
の
不
足
補
岨
輔
の
資
ご
す
る
事
を

許
し
た
が
、
明
治
二
十
一
年
に
至
b
一
見
に
馬
匹
に
係
る
給
奥
を
加
へ
た
。
明
治
二
十
三
年
曾
計
治
芭
同
時
に
法
律

を
以
て
陸
軍
給
奥
に
閲
す
る
委
任
経
理
の
件
を
制
定
し
、
以
て
従
来
賓
行
し
っ
、
ゐ
っ
た
経
理
方
法
の
根
強
を
明

か
仁
し
た
の
で
あ
る
。
而
し

τ答
積
の
積
立
金
は
曾
該
品
質
回
の
不
足
補
填
及
艦
理
費
に
使
用
す
る
に
限
定
し
た
の

で
あ
る
。
之
は
猫
逸
の
再
蹄
歳
入
の
規
定
に
頗
る
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
四
十
一
年
に
至
り
英
の

法
律
の
一
部
を
改
正
し
て
各
穏
の
積
立
金
を
合
併
し
て
共
の
費
目
の
み
に
限

ι一
宇
単
一
の
積
立
金
ご
な
し
、
委
任

経
理
会
髄
の
積
立
金
ご
し
て
委
任
経
理
会
館
の
費
途
に
使
用
す
る
事
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
卸
も
醤
規
定
に
比
L

τ委
任
艇
理
運
用
の
伶
地
砂
大
な
ら
し
め
た
も
の
Z
云
ふ
事
が
出
来
る
。
併
し
乍
ら
貸
際
は
各
費
目
毎
に
整
理
す

ぺ
き
規
定
が
あ
っ
た
斜
め
に
質
際
い
は
行
は
れ
得
な
か
っ
た
が
、
昨
年
の
改
正
に
依
h
此
の
規
定
は
廠
せ
ら
れ
て

蕗
に
彼
此
流
用
自
由
ご
な
る
を
得
た
の
で
あ
る
。
倫
曾
計
徐
査
院
は
明
治
二
十
三
年
十
二
月
初
め
て
委
託
検
査
を

賞
施
し
た
が
、
其
の
委
託
事
項
五
件
の
内
四
件
迄
は
陸
軍
省
の
委
任
経
理
仁
闘
す
る
委
託
で
あ
っ
た
事
は
、
委
任

初

経
理
正
委
託
検
査
正
の
開
係
を
明
か
に
す
る
に
於
て
注
目
仁
備
す
る
所
苫
思
は
れ
る

L

陸
軍
に
突
い
で
委
任
経
理
の
制
度
の
許
苫
れ
た
の
は
皐
校
に
於
け
る
奨
串
寄
附
金
の
委
任
経
理
で
ゐ
る
。

二
十
三
年
の
官
主
皐
校
及
聞
書
館
曾
計
法
に
は
未
に
委
任
経
理
に
関
す
る
規
定
を
見
る
事
は
出
来
な
い
が
、
明
治

四
十
年
三
月
の
帝
国
大
挙
特
別
曾
計
法
並
に
事
校
及
圃
書
館
特
別
品
目
計
法
に
於
て
は
其
の
規
定
を
初
め
て
見
出
し

縛
る
の
で
あ
る
o

後
者
は
現
行
法
で
あ
る
が
、
前
者
は
共
後
肢
止
せ
ら
れ
て
新
に
大
正
十
一
年
三
月
大
事
特
別
曾

明
治

S. 231.， 骨計検査院幌、欧陸鯖邦骨計検査院事務取扱腕帯 S.26.
16) 骨計年度開掠前四金支出規則{明拍 22年 7月勘令第95観}第 Z陣" 曾計法

第 6，~.晦.. 森氏調査、前掲番上巷 S.47.
17) 普闘骨計法(I8g8年 511 1(日法体}第 20ft臨， 森氏関曹、酎I抱書土器 S.44..

飯山正予宇民課、財政41要義4明治 19年日月)S目 18
18) 描迎合計検査院組織随限法(1872年'31l27日法律}第9節目第 10傑，僻口候.，
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計
法
ご
な
h
、
共
の
第
十
僚
に
於
て
委
任
経
理
に
閲
す
る
規
定
を
存
し

τゐ
る
a

帝
国
事
士
院
に
於
け
る
皐
術
研
究
挨
帥
金
に
閲
す
る
委
任
経
理
は
明
治
四
十
四
年
三
月
帝
国
間
半
士
院
皐
術
挨
納

金
特
別
曾
計
訟
に
依
っ
て
始
め
て
行
は
れ
其
の
第
六
僚
に
規
定
が
設
け
ら
れ

τゐ
る
。
事
術
研
究
奨
刷
金
の
委
任

経
理
の
震
に
特
に
特
別
曾
計
を
設
け
て
之
が
経
理
を
行
っ
た
事
は
髄
白
川
に
注
意
を
惹
く
に
足
る
所
で
め
ら
う

0

・此

の
特
別
曾
計
法
は
大
正
四
年
慶
止
せ
ら
れ
て
新
に
法
律
第
十
三
銭
を
以
て
常
国
準
士
院
事
術
研
究
奨
励
金
委
任
経

理
に
閲
す
る
件
が
制
定
せ
ら
れ
、
之
に
依
っ
て
前
特
別
曾
計
法
に
よ
る
経
理
金
の
支
出
鷹
額
を
受
り
椴
い
に
の
で

あ
る
。
最
後
に
帝
国
美
術
院
の
美
術
研
究
奨
励
金
委
任
経
理
は
遥
か
に
遅
れ
て
大
正
十
四
年
四
月
一
日
法
律
第
四

十
枕
に
依
b
て
認
め
ら
れ
、
会
布
の
日
よ
り
施
行
せ
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
十
六
砦

五

五

第

駿

設

苑

一
世
任
髄
剖
に
説
い
て
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